
③
小

規
模

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

（ア
）事

業
内

容
「
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
」
で

は
、

放
課

後
児

童
支

援
員

等
の

２
人

以
上

の
配

置
を

基
本

と
し

て
い

る
た

め
、

1
9
人

以
下

の
小

規
模

ク
ラ

ブ
に

つ
い

て
、

複
数

配
置

し
て

運
営

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

よ
う

、
必

要
な

経
費

の
補

助
を

行
う

。

（イ
）補

助
基

準
額

（案
）：

５
５
９
千

円
（５

４
４
千

円
）

（
３

）
そ

の
他

（
放

課
後

児
童

支
援

員
の

経
験

等
に

応
じ

た
処

遇
改

善
）

○
放

課
後

児
童

支
援

員
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

処
遇

改
善

事
業

（
仮

称
）
【
新

規
】
（
※

次
頁

参
照

）

（ア
）事

業
内

容
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

従
事

す
る

放
課

後
児

童
支

援
員

に
つ

い
て

、
勤

続
年

数
や

研
修

実
績

等
に

応
じ

た
賃

金
改

善
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。

（ⅰ
）放

課
後

児
童

支
援

員
を

対
象

に
年

額
1
2
万

４
千

円
（月

額
約

1
万

円
）

（ⅱ
）経

験
年

数
が

概
ね

５
年

以
上

の
放

課
後

児
童

支
援

員
で

、
一

定
の

研
修

を
修

了
し

た
者

を
対

象
に

ⅰ
と

合
わ

せ
て

年
額

2
4
万

８
千

円
（月

額
約

２
万

円
））

（ⅲ
）経

験
年

数
が

概
ね

1
0
年

以
上

の
事

業
所

長
（マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）的

立
場

に
あ

る
放

課
後

児
童

支
援

員
を

対
象

に
ⅱ

と
合

わ
せ

て

年
額

3
7
万

２
千

円
（月

額
約

３
万

円
））

（イ
）補

助
基

準
額

（案
）：

（ⅰ
）１

２
４
千

円
［１

人
当

た
り
年

額
］

（ⅱ
）２

４
８
千

円
［１

人
当

た
り
年

額
］

（ⅲ
）３

７
2
千

円
［
１
人

当
た

り
年

額
］
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放
課

後
児

童
支

援
員

の
勤

続
年

数
（
通

算
勤

続
年

数
に

よ
り

算
出

）
に

併
せ

て
、

支
援

員
と

し
て

の
レ

ベ
ル

確
保

・
向

上
の

た
め

の
研

修
実

績
に

応
じ

た
人

件
費

の
加

算
を

行
う

。

事
業

所
長

（
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）
的

立
場

に
あ

る
放

課
後

児
童

支
援

員
へ

の
加

算 経
験

等
に

応
じ

た
処

遇
改

善

放
課

後
児

童
支

援
員

基
本

的
生

活
習

慣
の

習
得

の
援

助
、

自
立

に
向

け
た

支

援
、

家
庭

と
連

携
し

た
生

活
支

援
等

に
必

要
な

知
識

・
技

能
を

習
得

す
る

た
め

の
認

定
資

格
研

修
を

受
講

し
た

も
の

育
成

支
援

の
内

容
の

向
上

を
担

う
た

め
、

よ
り

専
門

性
の

高
い

研
修

を
受

講
し

た
勤

続
年

数
５

年
以

上
の

放
課

後
児

童
支

援
員

事
業

所
長

（
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）
的

立
場

に
あ

る
勤

続
年

数
1
0
年

以
上

の

放
課

後
児

童
支

援
員

【放
課

後
児

童
支

援
員

認
定

資
格

研
修

の
主

な
内

容
】

・
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
理

解

・
子

ど
も

を
理

解
す

る
た

め
の

基
礎

知
識

・
子

ど
も

の
育

成
支

援
・
保

護
者

・
学

校
・
地

域
と

の
連

携
・
協

力

・
安

全
・
安

心
へ

の
対

応

※
研

修
の

実
施

主
体

：
都

道
府

県

【
研

修
内

容
の

例
】

・
い

じ
め

や
虐

待
へ

の
対

応

・
発

達
障

害
児

な
ど

配
慮

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
へ

の
支

援

・
安

全
指

導
と

安
全

管
理

、
危

機
管

理

・
遊

び
や

製
作

活
動

、
表

現
活

動
な

ど

現
行

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

対
す

る
補

助
は

、
「
質

の
向

上
」
の

一
環

と
し

て
、

1
8
:3

0を
超

え
て

開
所

し
て

い
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
対

し
て

処
遇

改
善

の
上

乗
せ

補
助

が
さ

れ
て

い
る

。
今

回
、

こ
れ

に
加

え
て

、
新

た
に

上
記

の
経

験
等

に
応

じ
た

処
遇

改
善

の
補

助
を

行
う

仕
組

み
を

導
入

す
る

。

年
額

12
万

４
千

円
（
月
額

約
１

万
円

）年
額

24
万

８
千

円
（

月
額

約
２

万
円

）年
額

37
万
２
千

円
（

月
額

約
３
万

円
）

放
課
後
児
童
支
援
員
の
経
験
等
に
応
じ
た
処
遇
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
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２
．

施
設

整
備

費
１

３
７

．
５

億
円

（
１

２
８

．
８

億
円

）

市
町

村
が

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

法
に

基
づ

く
市

町
村

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

及
び

「放
課

後
子

ど
も

総
合

プ
ラ

ン
」
に

位
置

付
け

た
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

整
備

を
行

う
た

め
の

経
費

に
対

す
る

補
助

を
行

う
。

①
実

施
主

体
：市

町
村

②
補

助
対

象
事

業
者

：市
町

村
、

社
会

福
祉

法
人

、
学

校
法

人
、

公
益

法
人

、
株

式
会

社
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

等

③
補

助
基

準
額

（案
）
：

ア
放

課
後

子
ど

も
総

合
プ

ラ
ン

に
基

づ
く
学

校
敷

地
内

で
の

創
設

整
備

の
場

合
５
１
，

４
２
６
千

円
（
４
９
，

９
２
８
千

円
）

［（
※

）次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く
市

町
村

行
動

計
画

へ
の

一
体

型
の

目
標

事
業

量
等

の
記

載
を

補
助

要
件

と
す

る
。

］
イ

上
記

以
外

の
場

合
：２

５
，

７
１
３
千

円
（
２
４
，

９
６
４
千

円
）

ウ
土

地
借

料
加

算
：

６
，

１
０
０
千

円
（６

，
１
０
０
千

円
）

④
補

助
率

：

注
：放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
や

保
育

所
等

の
待

機
児

童
が

発
生

し
て

い
る

、
又

は
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
に

参
加

し
て

い
る

場
合

は
、

補
助

率
の

嵩
上

げ
を

実
施

（平
成

２
８
年

度
～

）

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

整
備

交
付

金
（
内

閣
府

所
管

）
：

１
６

３
億

円
の

内
数

（
１

５
４

億
円

の
内

数
）

【公
立

の
場

合
】国

：１
／

３
、

都
道

府
県

１
／

３
、

市
町

村
１
／

３
【民

立
の

場
合

】国
：２

／
９
、

都
道

府
県

２
／

９
、

市
町

村
２
／

９
、

社
会

福
祉

法
人

等
１
／

３

【公
立

の
場

合
】国

：２
／

３
、

都
道

府
県

１
／

６
、

市
町

村
１
／

６
【民

立
の

場
合

】国
：１

／
２
、

都
道

府
県

１
／

８
、

市
町

村
１
／

８
、

社
会

福
祉

法
人

等
１
／

４
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３
．

そ
の

他
（
放

課
後

児
童

支
援

員
等

研
修

関
係

）

（
１

）
職

員
の

資
質

向
上

・
人

材
確

保
等

研
修

事
業

①
放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
事

業
（ア

）
事

業
内

容
「放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
」に

基
づ

き
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
従

事
す

る
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

認
定

さ
れ

る
た

め
に

修
了

が
義

務
づ

け
ら

れ
て

い
る

都
道

府
県

知
事

が
行

う
研

修
（
認

定
資

格
研

修
）
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

経
費

の
補

助
を

行
う

。

（イ
）

実
施

主
体

：都
道

府
県

（一
部

委
託

可
）

（ウ
）

補
助

基
準

額
（案

）：
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
額

（１
回

当
た

り
９
８
５
千

円
（９

８
５
千

円
）を

目
安

と
し

て
、

予
算

の
範

囲
内

で
必

要
な

経
費

を
補

助
）

（エ
）

補
助

率
：国

１
／

２
、

都
道

府
県

１
／

２

（オ
）

そ
の

他
：放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

従
事

し
て

い
る

者
が

認
定

資
格

研
修

を
受

講
す

る
際

の
代

替
職

員
の

雇
上

げ
等

経
費

に
つ

い
て

は
、

運
営

費
に

計
上

。

②
放

課
後

児
童

支
援

員
等

資
質

向
上

研
修

事
業

（
ア

）
事

業
内

容
平

成
2
7
年

３
月

に
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
「
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

従
事

す
る

者
の

研
修

体
系

の
整

理
－

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
質

の
向

上
の

た
め

の
研

修
企

画
検

討
会

ま
と

め
－

」
に

お
い

て
、

放
課

後
児

童
支

援
員

等
の

経
験

年
数

や
ス

キ
ル

に
応

じ
た

適
時

適
切

な
研

修
体

系
に

し
て

い
く
こ

と
が

、
事

業
全

体
の

質
の

向
上

を
図

る
上

で
も

必
要

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
都

道
府

県
等

が
現

任
の

従
事

者
向

け
の

研
修

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

う
。

（イ
）

実
施

主
体

：都
道

府
県

、
市

町
村

（特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）（
委

託
可

）

（ウ
）

補
助

基
準

額
（案

）：
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
額

（１
か

所
当

た
り
１
，

９
９
４
千

円
（１

，
９
９
４
千

円
）を

目
安

と
し

て
、

予
算

の
範

囲
内

で
必

要
な

経
費

を
補

助
）

（エ
）

補
助

率
：国

１
／

２
、

都
道

府
県

・市
町

村
１
／

２

（オ
）

そ
の

他
：放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

従
事

し
て

い
る

者
が

当
該

研
修

を
受

講
す

る
際

の
代

替
職

員
の

雇
上

げ
等

経
費

に
つ

い
て

は
、

運
営

費
に

計
上

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

対
策

推
進

事
業

費
補

助
金

（
職

員
の

資
質

向
上

・
人

材
確

保
等

研
修

）
１

３
．

１
億

円
の

内
数

（
１

５
．

８
億

円
の

内
数

）
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（
２

）
指

導
者

養
成

等
研

修
事

業
○

都
道

府
県

認
定

資
格

研
修

講
師

養
成

研
修

（ア
）

事
業

内
容

都
道

府
県

知
事

が
行

う
研

修
（認

定
資

格
研

修
）の

講
師

と
な

る
者

を
養

成
す

る
た

め
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
放

課
後

児
童

支
援

員
と

し
て

従
事

す
る

た
め

に
必

要
な

ア
イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

、
役

割
及

び
育

成
支

援
の

内
容

等
の

共
通

の
理

解
と

そ
れ

を
実

践
す

る
際

の
基

本
的

な
考

え
方

や
心

得
を

共
通

の
認

識
と

し
て

持
ち

、
講

師
と

し
て

の
一

定
の

資
質

及
び

水
準

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

全
国

を
ブ

ロ
ッ

ク
に

分
け

て
本

研
修

を
実

施
す

る
。

（イ
）

実
施

主
体

：国
（民

間
団

体
に

委
託

し
て

実
施

）

４
．

そ
の

他
０

．
６

億
円

（
平

成
2
8
年

度
補

正
予

算
）

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
入

退
室

管
理

モ
デ

ル
事

業

（ア
）

事
業

内
容

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
お

い
て

、
子

ど
も

一
人

ひ
と

り
に

ＩＣ
カ

ー
ド
を

持
た

せ
て

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

出
入

口
に

カ
ー

ド
リ
ー

ダ
ー

を
設

置
し

、
出

退
管

理
、

保
護

者
へ

の
メ

ー
ル

送
信

等
を

行
う

と
と

も
に

、
子

ど
も

に
関

す
る

日
々

の
記

録
作

成
等

に
IT

機
器

を
活

用
す

る
モ

デ
ル

事
業

（全
国

で
3
0
か

所
）を

実
施

す
る

。

（イ
）

実
施

主
体

：市
町

村
（委

託
等

可
）

（ウ
）

補
助

基
準

額
：２

，
０
０
０
千

円

（エ
）

補
助

率
：国

1
0
／

1
0
（定

額
1
0
／

1
0
相

当
）

児
童

健
全

育
成

対
策

費
補

助
金

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

保
護
者

メ
ー
ル
等
に
よ
る

来
所
、
帰
宅
時
間

の
通
知
等

来
所

帰
宅

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

対
策

推
進

事
業

委
託

費
（
指

導
者

養
成

研
修

）
１

．
３

億
円

の
内

数
（
１

．
３

億
円

の
内

数
）
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※
国

庫
補

助
基

準
額

は
児

童
数

36
～

45
人

を
除

き
、

１
人

ご
と

に
異

な
る

。
※

19
人

以
下

の
国

庫
補

助
基

準
額

に
は

、
質

の
向

上
の

「
小

規
模

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

支
援

事
業

」
（
H

28
年

度
：
54

4千
円

、
H

29
年

度
案

：
55

9千
円

）
を

含
む

。

平
成

2
8
年

度
と

平
成

2
9
年

度
（
案

）
の

国
庫

補
助

基
準

額
の

比
較

（
参

考
１

）

主
な

補
助

単
価

（
単

位
：
円

）

児
童

数
開

設
日

数
2
5
0

日
以

上
特

例
分

（
2
0
0

～
2
4
9
日

）

1
人

2
,3

1
1
,0

0
0

2
,1

9
6
,0

0
0

5
人

2
,4

1
9
,0

0
0

1
9
人

2
,7

9
7
,0

0
0

2
0
人

3
,9

0
6
,0

0
0

2
,8

4
7
,0

0
0

2
7
人

4
,0

8
1
,0

0
0

3
6
～

4
5
人

4
,3

0
6
,0

0
0

5
1
人

3
,9

8
8
,0

0
0

6
4
人

3
,2

9
9
,0

0
0

7
1
人

～
2
,9

1
7
,0

0
0

1,
61

3,
00

0 

1,
99

1,
00

0 

3,
51

4,
50

0 

3,
74

4,
00

0 
3,

55
5,

00
0 

3,
14

5,
50

0 

2,
91

7,
00

0 

2,
41

9,
00

0 

2,
79

7,
00

0 

4,
08

1,
00

0 

4,
30

6,
00

0 

3,
98

8,
00

0 3,
29

9,
00

0 

2,
91

7,
00

0 

0

50
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

2,
00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

3,
00

0,
00

0

3,
50

0,
00

0

4,
00

0,
00

0

4,
50

0,
00

0

5,
00

0,
00

0

5人
19

人
27

人
36

～
45

人
51

人
64

人
71

人
～

平
成

28
年

度

平
成

29
年

度
（
案

） 1,
50

2,
00

0 

2,
30

4,
00

0 
2,

19
6,

00
0 

2,
84

7,
00

0 

0

50
0,

00
0

1,
00

0,
00

0

1,
50

0,
00

0

2,
00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

3,
00

0,
00

0

1～
19

人
20

人
～

（
特

例
分

（
20

0～
24

9日
開

所
）
）

平
成

28
年

度

平
成

29
年

度
（
案

）
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
「
支

援
の

単
位

」
当

た
り

の
運

営
費

の
内

容

平
成

29
年

度
（
案

）
（

36
～

45
人

単
価

）

基
本

額
7,

48
8,

00
0円

事
業

費
ベ

ー
ス

：
8,

61
3,

00
0円

（
国

庫
補

助
基

準
額

：
4,

30
6,

00
0円

）

開
所

日
数

加
算

（
30

,0
00

円
×

日
数

）

（
参

考
２

）

長
時

間
開

所
加

算

（
59

6,
00

0円
×

年
間

平
均

時
間

数
）

※
平

日
分

（
26

8,
00

0円
×

年
間

平
均

時
間

数
）

※
長

期
休

暇
等

分

平
成

28
年

度
（

36
～

45
人

単
価

）

基
本

額
8,

61
3,

00
0円

開
所

日
数

加
算

（
35

,0
00

円
×

日
数

）

長
時

間
開

所
加

算

（
75

6,
00

0円
×

年
間

平
均

時
間

数
）

※
平

日
分

（
34

0,
00

0円
×

年
間

平
均

時
間

数
）

※
長

期
休

暇
等

分

う
ち

人
件

費
相

当
分

：
6,

63
0,

00
0円

事
業

費
ベ

ー
ス

：
7,

48
8,

00
0円

（
国

庫
補

助
基

準
額

：
3,

74
4,

00
0円

）

う
ち

人
件

費
相

当
分

5,
44

1,
00

円
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平
成
２
８
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
①
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

※
①

…
非

常
勤

を
含

む
職

員
の

賃
金

改
善

に
必

要
な

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

事
業

を
実

施
し

て
い

る
市

町
村

②
…

常
勤

職
員

を
配

置
す

る
た

め
の

追
加

費
用

（
賃

金
改

善
に

必
要

な
費

用
を

含
む

）
の

一
部

を
補

助
す

る
事

業
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村

N
O

都
道

府
県

実
施

市
区

町
村

数
市

区
町

村

1
北

海
道

5
札

幌
市

②
江

別
市

①
函

館
市

①
名

寄
市

②
帯

広
市

①

2
青

森
県

4
藤

崎
町

①
三

戸
町

①
田

子
町

①
新

郷
村

①

3
岩

手
県

8
大

船
渡

市
①

花
巻

市
①

②
北

上
市

①
②

久
慈

市
①

一
関

市
①

陸
前

高
田

市
①

滝
沢

市
①

盛
岡

市
①

②

4
宮

城
県

2
仙

台
市

①
登

米
市

①
②

5
秋

田
県

2
能

代
市

①
鹿

角
市

①

6
山

形
県

1
4

山
形

市
②

米
沢

市
①

②
鶴

岡
市

①
②

酒
田

市
①

新
庄

市
②

寒
河

江
市

①
②

村
山

市
①

天
童

市
①

②
東

根
市

①
②

大
江

町
②

大
石

田
町

①
②

遊
佐

町
②

中
山

町
①

庄
内

町
①

7
福

島
県

4
会

津
若

松
市

①
②

い
わ

き
市

①
②

福
島

市
①

②
飯

舘
村

①

8
茨

城
県

2
常

陸
大

宮
市

②
東

海
村

②

9
栃

木
県

7
足

利
市

①
栃

木
市

②
佐

野
市

②
日

光
市

①
②

矢
板

市
②

那
須

塩
原

市
①

野
木

町
②

1
0

群
馬

県
1
2

前
橋

市
①

高
崎

市
①

伊
勢

崎
市

①
太

田
市

①
館

林
市

②
渋

川
市

①
藤

岡
市

①

富
岡

市
①

安
中

市
①

②
邑

楽
町

①
桐

生
市

②
み

な
か

み
町

①

1
1

埼
玉

県
2
8

さ
い

た
ま

市
①

熊
谷

市
①

飯
能

市
②

加
須

市
①

本
庄

市
①

②
深

谷
市

②
富

士
見

市
①

坂
戸

市
②

幸
手

市
①

鶴
ヶ

島
市

①
日

高
市

①
嵐

山
町

②
小

川
町

①
川

島
町

①

吉
見

町
①

鳩
山

町
②

と
き

が
わ

町
①

②
上

里
町

①
寄

居
町

①
越

谷
市

①
上

尾
市

②

和
光

市
②

新
座

市
①

桶
川

市
①

北
本

市
②

草
加

市
②

秩
父

市
①

行
田

市
②

1
2

千
葉

県
1
1

市
川

市
①

船
橋

市
①

松
戸

市
②

野
田

市
①

成
田

市
①

白
井

市
①

習
志

野
市

①

鴨
川

市
②

四
街

道
市

②
印

西
市

②
酒

々
井

町
②

1
3

東
京

都
1

武
蔵

野
市

①

1
4

神
奈

川
県

1
3

横
浜

市
②

相
模

原
市

①
横

須
賀

市
①

平
塚

市
①

鎌
倉

市
①

逗
子

市
①

伊
勢

原
市

①

南
足

柄
市

①
綾

瀬
市

①
葉

山
町

①
松

田
町

①
清

川
村

①
茅

ヶ
崎

市
②

1
5

新
潟

県
3

燕
市

①
魚

沼
市

①
南

魚
沼

市
①

茅
ヶ

崎
市

②

1
6

富
山

県
2

富
山

市
①

舟
橋

村
①

1
7

石
川

県
7

金
沢

市
①

小
松

市
①

羽
咋

市
①

か
ほ

く
市

①
津

幡
町

①
白

山
市

①
②

輪
島

市
②

1
8

福
井

県
0

1
9

山
梨

県
0

2
0

長
野

県
4

松
本

市
②

須
坂

市
①

佐
久

市
①

上
田

市
②

2
1

岐
阜

県
4

岐
阜

市
①

大
垣

市
②

瑞
浪

市
①

恵
那

市
①

2
2

静
岡

県
3

静
岡

市
①

伊
東

市
②

焼
津

市
①

②

2
3

愛
知

県
1
0

名
古

屋
市

①
②

津
島

市
②

東
海

市
①

一
宮

市
①

美
浜

町
①

大
府

市
①

春
日

井
市

①

豊
川

市
①

知
多

市
①

尾
張

旭
市

①

2
4

三
重

県
7

津
市

①
②

四
日

市
市

①
松

阪
市

①
②

鈴
鹿

市
①

熊
野

市
①

川
越

町
①

御
浜

町
①
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平
成
２
8
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
②
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

※
①

…
非

常
勤

を
含

む
職

員
の

賃
金

改
善

に
必

要
な

費
用

の
一

部
を

補
助

す
る

事
業

を
実

施
し

て
い

る
市

町
村

②
…

常
勤

職
員

を
配

置
す

る
た

め
の

追
加

費
用

（
賃

金
改

善
に

必
要

な
費

用
を

含
む

）
の

一
部

を
補

助
す

る
事

業
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村

N
O

都
道

府
県

実
施

市
区

町
村

数
市

区
町

村

2
5

滋
賀

県
9

大
津

市
①

守
山

市
②

栗
東

市
①

野
州

市
①

湖
南

市
①

②
高

島
市

①
東

近
江

市
①

日
野

市
①

②
竜

王
町

①

2
6

京
都

府
1

向
日

市
①

2
7

大
阪

府
7

堺
市

①
豊

中
市

②
枚

方
市

①
茨

木
市

①
富

田
林

市
①

河
内

長
野

市
①

熊
取

町
①

②

2
8

兵
庫

県
5

神
戸

市
①

②
明

石
市

①
西

宮
市

①
宝

塚
市

①
川

西
市

①

2
9

奈
良

県
3

奈
良

市
①

天
理

市
①

生
駒

市
①

3
0

和
歌

山
県

8
海

南
市

②
橋

本
市

①
御

坊
市

②
高

野
町

②
湯

浅
町

①
広

川
町

②
有

田
川

町
②

串
本

町
②

3
1

鳥
取

県
0

3
2

島
根

県
2

大
田

市
①

雲
南

市
②

3
3

岡
山

県
3

岡
山

市
①

倉
敷

市
①

瀬
戸

内
市

①

3
4

広
島

県
0

3
5

山
口

県
0

3
6

徳
島

県
4

徳
島

市
①

②
小

松
島

市
①

吉
野

川
市

①
石

井
町

①
②

3
7

香
川

県
1

高
松

市
①

3
8

愛
媛

県
1

東
温

市
②

3
9

高
知

県
1

須
崎

市
①

4
0

福
岡

県
3

み
や

ま
市

①
②

粕
屋

町
①

鞍
手

町
①

4
1

佐
賀

県
1

小
城

市
①

4
2

長
崎

県
1
1

長
崎

市
①

②
佐

世
保

市
①

諫
早

市
①

大
村

市
①

五
島

市
①

②
西

海
市

①
長

与
町

①

時
津

町
①

東
彼

杵
町

②
川

棚
町

①
波

佐
見

町
①

4
3

熊
本

県
1
0

八
代

市
①

②
水

俣
市

②
玉

名
市

①
②

菊
池

市
①

②
宇

土
市

①
②

阿
蘇

市
①

天
草

市
①

合
志

市
①

②
山

都
町

①
湯

前
町

①

4
4

大
分

県
0

4
5

宮
崎

県
3

都
城

市
①

延
岡

市
①

串
間

市
①

4
6

鹿
児

島
県

8
鹿

屋
市

①
②

指
宿

市
①

薩
摩

川
内

市
①

②
い

ち
き

串
木

野
市

①
長

島
町

①
②

錦
江

町
①

南
大

隈
町

①
②

肝
付

町
①

4
7

沖
縄

県
1
3

宜
野

湾
市

①
浦

添
市

①
名

護
市

①
糸

満
市

①
②

沖
縄

市
①

豊
見

城
市

①
う

る
ま

市
①

宮
古

島
市

②
南

城
市

①
今

帰
仁

村
①

北
谷

町
①

②
西

原
町

①
②

南
風

原
町

①
②

合
計

2
4
7

①
の

合
計

1
5
4

②
の

合
計

4
9

①
②

の
合

計
4
4
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児
童
虐
待
防
止
対
策
関
係
・
平
成
2
9
年
度
予
算
案
の
概
要

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

虐
待

防
止

対
策

推
進

室
家

庭
福

祉
課

母
子

保
健

課

児
童
虐
待
防
止
対
策
関
係
予
算

１
，
４
９
３
億
円
の
内
数

（
１
，
２
９
５
億
円
の
内
数
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
に

つ
い

て
は

、
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
（

※
）

、
改

正
児

童
福

祉
法

等
に

基
づ

き
、

発
生

予
防

か
ら

自
立

支
援

ま
で

の
総

合
的

な
対

策
を

推
進

す
る

。
こ

れ
を

踏
ま

え
た

、
平

成
２

９
年

度
予

算
案

の
主

な
内

容
は

以
下

の
と

お
り

。
※

子
ど

も
の

貧
困

対
策

会
議

（
平

成
2
7
年

1
2
月

2
1
日

）
で

決
定

さ
れ

た
「

す
く

す
く

サ
ポ

ー
ト

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

（
す

べ
て

の
子

ど
も

の
安

心
と

希
望

の
実

現
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

の
１

つ
。

※
児

童
虐

待
防

止
対

策
関

連
予

算
と

し
て

、
以

下
を

積
み

上
げ

た
金

額
（

括
弧

内
は

平
成

２
８

年
度

予
算

額
）

・
児

童
虐

待
・

D
V

対
策

等
総

合
支

援
事

業
・

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

・
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
・

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
事

業
・

産
婦

健
康

診
査

事
業

・
児

童
虐

待
防

止
対

策
費

（
本

省
費

）
等

・
児

童
相

談
体

制
整

備
事

業

1
5
4
億

円
の

内
数

1
,2

2
7
億

円
の

内
数

6
6
億

円
の

内
数

3
8
億

円
４

億
円

１
億

円
４

億
円

（
7
3
億

円
の

内
数

）
（

1
,1

4
0
億

円
の

内
数

）
（

5
7
億

円
の

内
数

）
（

2
4
億

円
）

（
０

億
円

）
（

１
億

円
）

（
0
.3

億
円

）
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防

児
童

相
談

所
や

市
町

村
に

お
け

る
児

童
虐

待
に

係
る

相
談

対
応

件
数

は
依

然
と

し
て

増
加

傾
向

に
あ

り
、

虐
待

に
よ

る
死

亡
事

例
の

う
ち

、
０

歳
児

の
割

合
が

約
６

割
（

平
成

2
6
年

度
）

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

地
域

社
会

か
ら

孤
立

し
て

い
る

家
庭

へ
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

支
援

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
を

含
め

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

を
通

じ
て

、
妊

娠
や

子
育

て
の

不
安

、
孤

立
等

に
対

応
し

、
児

童
虐

待
の

リ
ス

ク
を

早
期

に
発

見
・

逓
減

す
る

。

（
１
）
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

①
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
【
拡
充
】

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

提
供

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

全
国

展
開

に
向

け
、

そ
の

設
置

促
進

を
図

る
と

と
も

に
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
、

産
後

ケ
ア

事
業

を
実

施
す

る
。

※
「

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
」

の
う

ち
利

用
者

支
援

事
業

（
子

ど
も

及
び

そ
の

保
護

者
等

の
身

近
な

場
所

で
、

教
育

・
保

育
・

保
健

そ
の

他
の

子
育

て
支

援
の

情
報

提
供

及
び

必
要

に
応

じ
相

談
・

助
言

等
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
等

を
実

施
す

る
事

業
）

に
つ

い
て

は
、

内
閣

府
予

算
に

計
上

。
【

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
事

業
：

3
8
億

円
】

③
産
婦
健
康
診
査
事
業
の
創
設
【
新
規
】

産
後

う
つ

の
予

防
や

新
生

児
へ

の
虐

待
予

防
等

を
図

る
観

点
か

ら
、

産
婦

健
康

診
査

の
費

用
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
、

産
後

の
初

期
段

階
に

お
け

る
母

子
に

対
す

る
支

援
を

強
化

す
る

。
【

実
施

要
件

】
（

１
）

産
婦

健
康

診
査

に
お

い
て

、
母

体
の

身
体

的
機

能
の

回
復

や
授

乳
状

況
及

び
精

神
状

態
の

把
握

等
を

実
施

す
る

こ
と

。
（

２
）

産
婦

健
康

診
査

の
結

果
が

健
診

実
施

機
関

か
ら

市
区

町
村

へ
速

や
か

に
報

告
さ

れ
る

よ
う

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

（
３

）
産

婦
健

康
診

査
の

結
果

、
支

援
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

産
婦

に
対

し
て

、
産

後
ケ

ア
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

。
【

産
婦

健
康

診
査

事
業

：
3
.5

億
円

】

②
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
（
仮
称
）
の
創
設
【
新
規
】

妊
娠

期
か

ら
出

産
後

の
養

育
に

支
援

が
必

要
な

妊
婦

、
妊

婦
健

診
を

受
け

ず
に

出
産

に
至

っ
た

産
婦

と
い

っ
た

特
定

妊
婦

等
へ

の
支

援
の

強
化

を
図

る
た

め
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
乳

児
院

、
助

産
所

、
産

科
医

療
機

関
、

N
P
O

法
人

等
に

お
け

る
特

定
妊

婦
や

飛
び

込
み

出
産

に
対

す
る

支
援

を
モ

デ
ル

的
に

実
施

し
、

成
果

や
課

題
を

検
証

し
、

具
体

的
な

仕
組

み
の

検
討

に
活

用
す

る
た

め
の

事
業

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
（
続
き
）

（
２
）
孤
立
し
が
ち
な
子
育
て
家
庭
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
内
閣
府
予
算
）

①
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

生
後

４
か

月
ま

で
の

乳
児

の
い

る
全

て
の

家
庭

を
訪

問
し

、
子

育
て

支
援

に
関

す
る

情
報

提
供

や
養

育
環

境
等

の
把

握
を

行
う

。
【

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
交

付
金

：
1
,0

7
6
億

円
の

内
数

】

3

②
養
育
支
援
訪
問
事
業
【
拡
充
】

養
育

支
援

が
特

に
必

要
な

家
庭

に
対

し
て

、
そ

の
居

宅
を

訪
問

し
、

養
育

に
関

す
る

指
導

・
助

言
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
当

該
家

庭
の

適
切

な
養

育
の

実
施

を
確

保
す

る
。

ま
た

、
「

ニ
ッ

ポ
ン

一
億

総
活

躍
プ

ラ
ン

」
を

踏
ま

え
、

公
的

な
支

援
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

児
童

の
い

る
家

庭
や

、
妊

娠
や

子
育

て
に

不
安

を
持

ち
支

援
を

希
望

す
る

家
庭

に
つ

い
て

、
養

育
支

援
の

対
象

と
し

て
明

確
化

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村

が
民

間
団

体
に

委
託

し
て

事
業

を
行

う
場

合
、

運
営

に
必

要
と

な
る

事
務

費
に

係
る

補
助

を
創

設
す

る
。

【
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
：

1
,0

7
6
億

円
の

内
数

】

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

○
児

童
虐

待
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
児

童
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

初
期

対
応

が
確

実
・

迅
速

に
図

ら
れ

る
よ

う
、

児
童

相
談

所
・

市
町

村
の

体
制

の
強

化
及

び
専

門
性

の
向

上
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
機

能
強

化
等

を
行

う
。

（
１
）
児
童
相
談
所
の
体
制
整
備
等

①
児
童
相
談
所
の
法
的
機
能
の
強
化
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
の

業
務

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
司

法
的

な
相

談
や

対
応

が
必

要
と

な
る

事
例

に
つ

い
て

家
族

、
家

庭
裁

判
所

、
関

係
機

関
等

と
の

調
整

を
行

う
弁

護
士

の
配

置
を

促
進

す
る

。
こ

の
た

め
、

補
助

基
準

額
を

引
上

げ
、

児
童

相
談

所
が

弁
護

士
を

配
置

す
る

た
め

の
費

用
の

充
実

を
図

り
、

日
常

的
に

法
的

支
援

を
受

け
ら

れ
る

体
制

を
強

化
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

3
,0

8
0
千

円
→

7
,8

2
2
千

円
（

週
３

回
→

５
回

、
日

額
1
9
,6

0
0
円

→
3
0
,0

0
0
円

）
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2
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②
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
お
け
る
安
全
確
認
体
制
の
強
化
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
及

び
市

町
村

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
の

通
告

を
受

け
た

際
に

児
童

の
安

全
確

認
等

を
行

う
体

制
の

強
化

を
図

る
。

ま
た

、
市

町
村

分
に

つ
い

て
、

実
施

市
町

村
数

の
拡

大
を

行
う

。 【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
児

童
相

談
所

分
1
2
,8

1
3
千

円
（

３
人

分
）

・
市

町
村

分
8
,5

4
2
千

円
（

２
人

分
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
等

・
市

町
村

1
/2

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

研
修

専
任

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

4
,2

7
1
千

円
（

1
都

道
府

県
市

当
た

り
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2

④
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進
【
新
規
】

中
核

市
及

び
特

別
区

に
お

け
る

児
童

相
談

所
の

設
置

準
備

に
伴

い
、

増
加

す
る

業
務

に
対

応
す

る
た

め
の

補
助

職
員

や
児

童
相

談
所

の
業

務
を

学
ぶ

間
の

代
替

職
員

の
配

置
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
補

助
職

員
2
,1

7
2
千

円
（

1
市

区
当

た
り

）
・

代
替

職
員

1
,3

0
3
千

円
（

1
市

区
当

た
り

）
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
市

区
1
/2

③
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
従
事
す
る
者
の
資
質
の
向
上
【
拡
充
】

改
正

児
童

福
祉

法
の

施
行

に
向

け
、

新
た

に
義

務
付

け
ら

れ
た

研
修

等
を

実
施

す
る

た
め

、
研

修
メ

ニ
ュ

ー
の

組
み

替
え

を
行

い
、

都
道

府
県

等
が

当
該

研
修

を
円

滑
に

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
支

援
の

強
化

を
図

る
。

ま
た

、
義

務
研

修
等

を
円

滑
に

行
う

た
め

、
研

修
手

続
全

般
を

担
う

研
修

専
任

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
都

道
府

県
等

に
新

た
に

配
置

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

⑤
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
の
充
実
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

福
祉

施
設

な
ど

の
虐

待
問

題
等

対
応

機
関

職
員

の
研

修
、

児
童

相
談

所
な

ど
の

専
門

機
関

か
ら

の
専

門
的

な
相

談
助

言
、

児
童

福
祉

施
設

で
の

臨
床

研
究

と
連

携
し

た
研

究
等

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
改

正
児

童
福

祉
法

に
基

づ
き

、
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

の
充

実
及

び
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

調
整

機
関

の
専

門
職

等
を

対
象

と
し

た
義

務
研

修
の

講
師

や
企

画
担

当
者

の
研

修
の

新
た

な
実

施
等

の
研

修
経

費
の

拡
充

及
び

実
施

体
制

の
強

化
を

図
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】
⑥

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
（
１
８
９
）
の
改
善

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
」

に
つ

い
て

は
、

発
信

者
の

利
便

性
向

上
を

図
る

た
め

、
郵

便
番

号
等

の
入

力
が

必
要

な
携

帯
電

話
等

か
ら

の
発

信
に

つ
い

て
、

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
方

式
を

導
入

し
、

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
に

代
わ

り
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
（

人
）

が
対

応
す

る
仕

組
み

を
構

築
す

る
。

【
児

童
相

談
体

制
整

備
事

業
：

3
.7

億
円

】
（
２
）
市
町
村
の
体
制
強
化

①
市
町
村
に
お
け
る
児
童
等
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
拠
点
（
仮
称
）
の
運
営
支
援
及
び
整
備
の
推
進
【
新
規
・
拡
充
】

市
町

村
が

、
児

童
等

に
対

す
る

必
要

な
支

援
（

実
情

の
把

握
、

情
報

提
供

、
相

談
、

調
査

、
指

導
、

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

）
を

行
う

た
め

の
拠

点
を

運
営

す
る

費
用

（
人

件
費

等
）

及
び

既
存

の
施

設
の

修
繕

等
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
6
6
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

○
直

営
の

場
合

（
１

支
援

拠
点

当
た

り
）

・
小

規
模

Ａ
型

3
,7

2
1
千

円
・

小
規

模
Ｂ

型
9
,4

3
8
千

円
・

小
規

模
Ｃ

型
1
5
,6

6
0
千

円
・

中
規

模
型

2
0
,8

7
3
千

円
・

大
規

模
型

3
8
,7

0
1
千

円
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
市

町
村

1
/2

※
小

規
模

Ｂ
型

以
上

の
類

型
か

つ
児

童
千

人
当

た
り

の
児

童
虐

待
相

談
対

応
件

数
が

全
国

平
均

を
上

回
る

市
区

町
村

（
支

援
拠

点
）

は
、

児
童

相
談

所
の

児
童

福
祉

司
の

配
置

基
準

の
算

定
を

準
用

し
た

算
式

で
算

定
さ

れ
た

人
数

を
、

虐
待

対
応

専
門

員
の

類
型

ご
と

の
最

低
配

置
人

数
に

上
乗

せ
し

て
配

置
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

た
め

、
当

該
市

区
町

村
（

支
援

拠
点

）
に

は
上

乗
せ

配
置

人
数

分
の

額
を

加
算

し
た

補
助

基
準

額
が

適
用

さ
れ

る
。

○
一

部
委

託
の

場
合

（
１

支
援

拠
点

当
た

り
）

・
小

規
模

Ａ
型

8
,9

4
0
千

円
・

小
規

模
Ｂ

型
1
4
,6

5
7
千

円
・

小
規

模
Ｃ

型
2
0
,8

7
9
千

円
・

中
規

模
型

3
1
,3

1
0
千

円
・

大
規

模
型

5
9
,5

7
6
千

円
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【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
代

替
職

員
6
8
千

円
（

1
市

町
村

当
た

り
）

・
虐

待
対

応
強

化
支

援
員

（
仮

称
）

2
,6

0
5
千

円
（

1
市

町
村

当
た

り
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

④
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
情
報
共
有
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

に
登

録
さ

れ
て

い
る

す
べ

て
の

児
童

、
妊

産
婦

に
対

し
て

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

配
慮

し
な

が
ら

関
係

者
が

常
に

情
報

を
更

新
、

検
索

で
き

る
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

た
め

の
モ

デ
ル

事
業

を
実

施
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】

③
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
機
能
強
化
【
新
規
】

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
調

整
機

関
の

専
門

職
が

義
務

研
修

を
受

講
す

る
間

の
代

替
職

員
の

配
置

や
支

援
内

容
の

ア
ド

バ
イ

ス
等

を
行

う
虐

待
対

応
強

化
支

援
員

（
仮

称
）

等
を

配
置

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

⑤
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強
化
事
業
（
内
閣
府
予
算
）

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
機

能
強

化
を

図
る

た
め

、
調

整
機

関
職

員
や

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
成

員
（

関
係

機
関

）
の

専
門

性
強

化
と

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

関
間

の
連

携
強

化
を

図
る

取
組

を
実

施
す

る
。

【
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
予

算
）

：
1
,0

7
6
億

円
】

➁
市
町
村
へ
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置
【
新
規
】

市
町

村
が

児
童

相
談

所
か

ら
の

指
導

措
置

の
委

託
な

ど
在

宅
で

の
児

童
の

支
援

が
適

切
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
市

町
村

に
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
を

配
置

し
、

相
談

機
能

の
強

化
を

図
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
児

童
相

談
所

設
置

を
目

指
す

市
区

（
中

核
市

、
特

別
区

）
2
,6

0
5
千

円
（

1
市

区
当

た
り

）
・

そ
の

他
、

一
般

市
町

村
1
,3

0
3
千

円
（

1
市

町
村

当
た

り
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）
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（
３
）
適
切
な
環
境
に
お
け
る
児
童
へ
の
対
応

①
一
時
保
護
所
に
お
け
る
き
め
細
か
い
ケ
ア
の
推
進

一
時

保
護

所
が

担
う

行
動

観
察

や
短

期
入

所
指

導
の

機
能

を
充

実
・

強
化

す
る

た
め

、
実

務
経

験
者

で
あ

る
教

員
Ｏ

Ｂ
、

看
護

師
、

心
理

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

及
び

技
術

を
有

す
る

者
、

警
察

官
Ｏ

Ｂ
、

児
童

指
導

員
Ｏ

Ｂ
及

び
通

訳
な

ど
に

よ
る

一
時

保
護

対
応

協
力

員
を

配
置

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

1
,6

3
5
千

円
（

一
時

保
護

対
応

協
力

員
一

人
当

た
り

）
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2

②
一
時
保
護
所
の
整
備
の
推
進

一
時

保
護

を
要

す
る

児
童

の
増

加
に

対
応

す
る

た
め

、
一

時
保

護
所

の
整

備
を

推
進

す
る

。
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
6
6
億

円
の

内
数

】

（
参
考
）
平
成
２
８
年
度
第
２
次
補
正
予
算

○
市
町
村
に
お
け
る
児
童
等
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
拠
点
の
整
備

市
町

村
が

、
児

童
福

祉
法

に
規

定
さ

れ
た

支
援

（
実

情
の

把
握

、
情

報
の

提
供

、
相

談
、

調
査

、
指

導
、

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

）
を

一
体

的
に

担
う

拠
点

を
整

備
す

る
た

め
、

既
存

の
施

設
の

修
繕

等
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

7
0
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
7
,2

3
0
千

円
（

B
地

域
の

例
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

③
一
時
保
護
所
に
お
け
る
第
三
者
評
価
の
受
審
費
用
の
創
設
【
新
規
】

一
時

保
護

所
に

お
い

て
、

保
護

・
支

援
を

受
け

る
児

童
の

立
場

に
立

っ
た

、
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
た

め
の

第
三

者
評

価
を

受
審

す
る

一
時

保
護

所
に

対
し

、
第

三
者

評
価

受
審

費
を

創
設

す
る

。
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,2

2
7
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

3
0
8
千

円
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）
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（
参
考
）
平
成
２
８
年
度
第
２
次
補
正
予
算

○
一
時
保
護
さ
れ
た
児
童
の
処
遇
向
上
の
た
め
の
環
境
整
備

①
一
時
保
護
所
に
お
け
る
環
境
改
善
等
事
業

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
に

お
い

て
、

入
所

事
由

（
虐

待
、

非
行

等
）

に
応

じ
た

個
別

的
ケ

ア
等

、
個

々
の

児
童

の
状

況
に

配
慮

し
た

処
遇

を
図

る
た

め
、

施
設

の
創

設
及

び
改

修
等

を
実

施
す

る
場

合
の

費
用

に
対

し
て

支
援

を
行

う
。

【
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
7
0
億

円
の

内
数

】

②
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
受
入
機
能
強
化
の
た
め
の
整
備
事
業

一
時

保
護

さ
れ

た
児

童
は

、
保

護
直

後
は

心
身

が
不

安
定

で
あ

り
、

特
に

丁
寧

な
ケ

ア
と

と
も

に
、

落
ち

着
い

て
過

ご
せ

る
空

間
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、

一
時

保
護

委
託

先
と

な
る

児
童

養
護

施
設

等
に

当
該

児
童

の
ケ

ア
に

適
し

た
居

室
等

を
整

備
す

る
場

合
の

費
用

に
対

し
て

支
援

を
行

う
。

【
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
7
0
億

円
の

内
数

】

（
４
）
関
係
機
関
に
お
け
る
早
期
発
見
と
適
切
な
初
期
対
応

○
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
充
実
【
拡
充
】
【
再
掲
】

医
療

機
関

は
、

児
童

虐
待

を
発

見
し

や
す

い
立

場
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
児

童
虐

待
を

早
期

に
発

見
し

、
迅

速
か

つ
的

確
に

対
応

で
き

る
体

制
を

整
え

る
た

め
、

医
療

機
関

従
事

者
へ

の
研

修
を

実
施

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

5
4
0
千

円
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）
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３
．
被
虐
待
児
へ
の
自
立
支
援

○
被

虐
待

児
童

に
つ

い
て

、
親

子
関

係
の

再
構

築
を

図
る

た
め

の
支

援
を

強
化

す
る

と
と

も
に

、
里

親
等

へ
の

委
託

や
児

童
養

護
施

設
等

へ
の

入
所

措
置

が
採

ら
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

1
8
歳

（
措

置
延

長
の

場
合

は
2
0
歳

）
到

達
後

や
施

設
退

所
後

等
も

含
め

、
個

々
の

子
ど

も
の

状
況

に
応

じ
た

支
援

を
実

施
し

、
自

立
に

結
び

つ
け

る
。

（
１
）
親
子
関
係
再
構
築
の
支
援

○
家
族
再
統
合
に
向
け
た
取
組
の
推
進
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

地
域

の
精

神
科

医
等

の
協

力
を

得
て

保
護

者
等

に
対

す
る

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を

実
施

す
る

な
ど

、
家

族
再

統
合

へ
の

取
組

を
進

め
る

。
特

に
、

虐
待

の
再

発
防

止
の

た
め

、
保

護
者

を
指

導
す

る
保

護
者

指
導

支
援

員
の

配
置

を
拡

充
す

る
と

と
も

に
、

措
置

解
除

後
の

保
護

者
指

導
に

係
る

経
費

の
拡

充
を

行
う

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

7
0
6
千

円
→

8
8
6
千

円
・

保
護

者
指

導
支

援
員

1
,5

0
6
千

円
→

3
,5

2
8
千

円
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
等

1
/2

（
２
）
家
庭
養
護
の
推
進

①
里
親
支
援
事
業
（
仮
称
）
の
創
設
【
里
親
支
援
機
関
事
業
を
拡
充
し
名
称
変
更
】

改
正

児
童

福
祉

法
に

お
い

て
、

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
の

業
務

と
し

て
、

里
親

の
開

拓
か

ら
児

童
の

自
立

支
援

ま
で

の
一

貫
し

た
里

親
支

援
及

び
養

子
縁

組
に

関
す

る
相

談
・

支
援

が
位

置
付

け
ら

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

従
来

の
里

親
支

援
機

関
事

業
を

拡
充

の
上

、
名

称
変

更
し

、
里

親
制

度
の

普
及

促
進

に
よ

る
新

規
里

親
の

開
拓

、
里

親
と

児
童

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
、

委
託

児
童

に
係

る
自

立
支

援
計

画
策

定
、

委
託

後
の

相
談

支
援

等
及

び
養

子
縁

組
に

関
す

る
相

談
・

支
援

を
行

う
里

親
支

援
事

業
（

仮
称

）
を

創
設

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】
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３
．
被
虐
待
児
へ
の
自
立
支
援
（
続
き
）

②
児
童
養
護
施
設
等
の
生
活
向
上
の
た
め
の
環
境
改
善
事
業
の
実
施

児
童

養
護

施
設

等
の

家
庭

的
養

護
の

更
な

る
推

進
等

を
図

る
た

め
、

児
童

養
護

施
設

の
小

規
模

化
等

、
生

活
環

境
改

善
を

図
る

た
め

の
補

助
を

行
う

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
5
4
億

円
の

内
数

】

（
３
）
家
庭
的
養
護
の
推
進

①
児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
化
等
の
推
進
【
拡
充
】

改
正

児
童

福
祉

法
の

施
行

を
踏

ま
え

、
家

庭
養

護
が

適
当

で
な

い
場

合
に

、
で

き
る

限
り

良
好

な
家

庭
的

環
境

で
養

育
さ

れ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
児

童
養

護
施

設
等

に
対

し
、

施
設

整
備

費
や

既
存

の
建

物
の

賃
借

料
に

対
す

る
助

成
を

行
い

、
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

、
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

等
の

実
施

を
推

進
す

る
。

【
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
：

1
,2

2
7
億

円
の

内
数

】
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
6
6
億

円
の

内
数

】

（
参
考
）
平
成
２
８
年
度
第
２
次
補
正
予
算

○
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
小
規
模
化
等
や
自
立
の
た
め
の
支
援
の
場
の
整
備

子
ど

も
を

よ
り

家
庭

的
な

環
境

で
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
児

童
養

護
施

設
等

の
小

規
模

化
や

施
設

機
能

の
分

散
化

を
進

め
る

と
と

も
に

、
入

所
し

て
い

る
子

ど
も

の
退

所
に

向
け

た
準

備
や

自
立

の
た

め
の

支
援

を
行

う
ス

テ
ッ

プ
ル

ー
ム

（
仮

称
）

の
整

備
を

推
進

す
る

。
ま

た
、

自
立

援
助

ホ
ー

ム
に

つ
い

て
、

改
正

児
童

福
祉

法
の

施
行

を
踏

ま
え

、
2
2
歳

の
年

度
末

ま
で

の
間

に
あ

る
大

学
等

就
学

中
の

者
が

引
き

続
き

必
要

な
支

援
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
定

員
増

や
新

設
等

の
整

備
を

推
進

す
る

。
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

7
0
億

円
の

内
数

】
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（
４
）
被
虐
待
児
な
ど
へ
の
支
援
の
充
実

①
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
仮
称
）
の
創
設
【
新
規
】

改
正

児
童

福
祉

法
に

よ
り

、
2
2
歳

の
年

度
末

ま
で

の
間

に
あ

る
大

学
等

就
学

中
の

者
が

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

（
自

立
援

助
ホ

ー
ム

）
の

対
象

に
追

加
さ

れ
た

こ
と

を
受

け
、

2
0
歳

到
達

後
か

ら
2
2
歳

の
年

度
末

ま
で

の
間

に
お

け
る

支
援

の
た

め
、

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

（
仮

称
）

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】

②
社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
（
仮
称
）
の
創
設
【
新
規
】

大
学

等
に

就
学

し
て

い
な

い
自

立
援

助
ホ

ー
ム

の
入

居
者

や
児

童
養

護
施

設
等

の
入

所
児

童
等

に
つ

い
て

も
同

様
に

、
原

則
2
2
歳

の
年

度
末

ま
で

引
き

続
き

必
要

な
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
事

業
と

し
て

、
社

会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

（
仮

称
）

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
5
4
億

円
の

内
数

】

３
．
被
虐
待
児
へ
の
自
立
支
援
（
続
き
）
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（
１
）
①
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
拡
充
）

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

提
供

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

全
国

展
開

に
向

け
て

設
置

促
進

を
図

る
た

め
、

同
セ

ン
タ

ー
を

立
ち

上
げ

る
た

め
の

準
備

員
の

雇
上

費
や

協
議

会
の

開
催

経
費

等
の

補
助

を
行

う
。

ま
た

、
同

セ
ン

タ
ー

の
拡

充
に

伴
い

、
「

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
」

や
「

産
後

ケ
ア

事
業

」
に

つ
い

て
も

、
妊

産
婦

等
を

支
え

る
た

め
の

総
合

的
な

支
援

体
制

の
構

築
を

図
る

た
め

一
体

的
に

拡
充

す
る

。

要
旨

要
求
内
容

事
業
内
容

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児

産
後
ケ
ア
事
業

妊
婦

健
診

乳 児 家 庭

全 戸 訪 問

事 業

子
育

て
支

援
策

・
保

育
所

・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

・
里

親
・

乳
児

院
・

そ
の

他
子

育
て

支
援

策
両

親
学

級
等

妊
娠

に
関

す
る

普
及

啓
発

不
妊

相
談

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

定
期

健
診

予
防

接
種

養
子

縁
組

【
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
実
施
】

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

○
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

の
実

施
○

保
健

師
等

の
専

門
職

が
全

て
の

妊
産

婦
等

の
状

況
を

継
続

的
に

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
て

支
援

プ
ラ

ン
を

策
定

【
2
8
年

度
予

算
】

【
2
9
年

度
予

算
案

】

1
6
0
市

町
村

→
2
4
0
市

町
村

1
6
0
市

町
村

→
2
4
0
市

町
村

5
2
市

町
村

→
 

5
2
市

町
村

1
5
0
市

町
村

4
7
都

道
府

県
→

4
7
都

道
府

県

①
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

（
子

育
て

経
験

者
等

に
よ

る
相

談
支

援
等

）

②
産

後
ケ

ア
事

業
（

母
子

へ
の

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

サ
ポ

ー
ト

等
）

③
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

緊
急

整
備

事
業

（
①

及
び

②
の

修
繕

費
）

④
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

準
備

事
業

【
新

規
】

（
立

ち
上

げ
準

備
経

費
）

⑤
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業

（
都

道
府

県
に

よ
る

研
修

の
実

施
等

）

（
実

施
主

体
：

市
町

村
（

⑤
は

都
道

府
県

）
、

負
担

割
合

：
国

１
／

２
、

市
町

村
（

都
道

府
県

）
１

／
２

）

２
３
．
８
億
円

→
３
７
．
８
億
円

1
.児
童
虐
待
の
発
生
予
防

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
業

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
を
支
援

し
、
同
セ
ン
タ
ー
の
設
置
促
進
を
図
る
。
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母
子

生
活

支
援

施
設

民
間

シ
ェ

ル
タ

ー
等

自
治

体

産
科

医
療

機
関

等

住
居

支
援

連
携

自
立

支
援

妊
娠

相
談

分
娩

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業

複
数

の
支

援
機

関
の

間
の

連
携

は
委

託
先

（
産

科
医

療
機

関
等

）
が

コ
ー

デ
ィ

ネ
イ

ト

委
託

母
子

生
活

支
援

施
設

民
間

シ
ェ

ル
タ

ー
等

自
治

体

産
科

医
療

機
関

等

連
携

妊
娠

相
談

分
娩

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業
委

託

複
数

の
支

援
機

関
の

間
の

連
携

は
委

託
先

（
母

子
生

活
支

援
施

設
等

）
が

コ
ー

デ
ィ

ネ
イ

ト

子
育

て
支

援

住
居

支
援

自
立

支
援

子
育

て
支

援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

○
平
成
２
８
年
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
た
改
正
児
童
福
祉
法
の
施
行
を
踏
ま
え
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
後
の
養
育
に
支
援
が
必
要
な
妊

婦
、
妊
婦
健
診
を
受
け
ず
に
出
産
に
至
っ
た
産
婦
と
い
っ
た
特
定
妊
婦
等
へ
の
支
援
の
具
体
的
な
仕
組
み
を
検
討
す
る
た
め
、
母
子
生
活

支
援
施
設
、
乳
児
院
、
助
産
所
、
産
科
医
療
機
関
、
N
P
O
法
人
等
に
お
い
て
、
既
存
資
源
と
の
連
携
・
活
用
等
に
よ
り
特
定
妊
婦
等
へ
の
支

援
を
提
供
す
る
モ
デ
ル
事
業
を
創
設
す
る
。

施
策
の
目
的

事
業
イ
メ
ー
ジ

（
１
）
②
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
（
仮
称
）
の
創
設

1
.児
童
虐
待
の
発
生
予
防
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産
後

う
つ
の

予
防
や

新
生

児
へ

の
虐

待
予

防
等

を
図
る
観

点
か
ら

、
産

後
2週

間
、
産

後
１

か
月

な
ど

出
産
後

間
も

な
い

時
期

の
産

婦
に

対
す
る

健
康
診

査
（
産

後
の

母
体

の
回

復
や
授

乳
状

況
及

び
産
婦

の
精

神
状

態
の
把

握
等

）
の

重
要
性

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
こ
の

た
め

、
産

婦
健

康
診

査
の

費
用

を
助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
、
産

後
の
初
期

段
階

に
お
け

る
母

子
に

対
す

る
支

援
を

強
化

し
、

妊
娠

期
か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
整

備
す
る

。

要
旨

○
地
域

に
お
け

る
全

て
の

産
婦

を
対

象
に
、
産

婦
健

康
診
査

２
回

分
に
係
る
費

用
に
つ

い
て

助
成

を
行

う
。

【
実
施

主
体

】
市

町
村

【
負

担
割

合
】
国
１
／
２
、
市

町
村

１
／
２

【
実
施

要
件

】

（
1）

産
婦
健

康
診

査
に

お
い

て
、

母
体

の
身

体
的

機
能

の
回

復
や
授

乳
状

況
及

び
精

神
状

態
の

把
握
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

（
2）

産
婦
健

康
診

査
の

結
果

が
健

診
実

施
機
関

か
ら

市
区

町
村

へ
速
や

か
に

報
告

さ
れ
る

よ
う

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

（
3）

産
婦
健

康
診

査
の

結
果

、
支

援
が
必
要

と
判

断
さ
れ

る
産
婦

に
対
し

て
、
産

後
ケ

ア
事

業
を

実
施

す
る
こ

と
。

事
業
内
容

（
１
）
③
産
婦
健
康
診
査
事
業
の
創
設

1
.児
童
虐
待
の
発
生
予
防

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦
健
診
（
１
４
回
）

※
地
方
交
付
税
措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

２
回
分
を
助
成

乳
幼
児
健
診
（
３
～
４
か
月

児
健
診
な
ど
）

※
市
町
村
が
必
要
に
応
じ
実
施

（
地
方
交
付
税
措
置
）

支
援
が
必
要
な
産
婦
の
把
握

産
後
ケ
ア
事
業

※
産
婦
の
心
身
の
不
調
や
産
後
う
つ
等
を
防
ぐ
た
め
、
母
子

へ
の
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
の
実
施
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現
状
・
課
題

０
歳

１
歳

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

ল ে ඍ

 ు ੇ ൦ ৸ ૺ

௰ ਖ হ 

ڭ ୃ ڲ ऊ া

ు  ൧

گ ୃ ు  ൧

幼
稚
園
や
保
育
所
に
通
っ
て
い
な
い
場
合
、

公
的
な
支
援
と
つ
な
が
り
の
な
い
期
間
と
な
る

公
的
な
支
援
と
つ
な
が
り

の
な
い
期
間
が
存
在

〈
イ
メ
ー
ジ
図
〉

・
生

後
４

か
月

ま
で

の
乳

児
の

い
る

す
べ

て
の

家
庭

を
訪

問
し

、
養

育
環

境
等

を
把

握
・

母
子

保
健

法
に

基
づ

く
、

各
種

健
診

に
よ

り
養

育
環

境
等

を
把

握
・

上
記

等
に

よ
り

、
養

育
支

援
が

必
要

と
認

め
た

家
庭

に
対

し
て

、
訪

問
に

よ
る

指
導

や
助

言
を

実
施

■
妊

娠
や

子
育

て
に

不
安

を
持

ち
支

援
を

希
望

す
る

家
庭

が
存

在
■

１
歳

６
か

月
児

健
診

～
３

歳
児

健
診

ま
で

の
間

は
、

母
子

保
健

法
に

基
づ

く
健

診
も

な
く

、
行

政
と

接
点

を
持

た
な

い
家

庭
が

存
在

■
３

歳
～

５
歳

ま
で

の
間

で
、

幼
稚

園
や

保
育

所
等

に
通

っ
て

い
な

い
場

合
な

ど
、

行
政

と
接

点
を

持
た

な
い

家
庭

が
存

在
■

養
育

支
援

訪
問

事
業

に
つ

い
て

、
未

実
施

市
町

村
が

存
在

。

養
育

支
援

訪
問

事
業

に
つ

い
て

、
・

妊
娠

や
子

育
て

に
不

安
を

持
ち

支
援

を
希

望
す

る
家

庭
へ

の
訪

問
支

援
を

明
確

化
。

・
健

診
の

谷
間

に
あ

る
児

童
や

、
３

～
５

歳
児

で
幼

稚
園

や
保

育
所

等
に

通
っ

て
い

な
い

児
童

の
い

る
家

庭
に

対
す

る
訪

問
支

援
を

明
確

化
。

・
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
市

町
村

が
民

間
団

体
に

委
託

し
て

事
業

を
行

う
場

合
、

運
営

に
必

要
と

な
る

事
務

費
に

係
る

補
助

を
創

設
。

予
算
措
置
に
よ
る
対
応

支
援
対
象
と
し
て
明
確
化

支
援
対
象
と
し
て
明
確
化

支
援
対
象
と
し
て
明
確
化

妊
娠
や
子
育
て
に
不
安
を
持
ち
支
援
を
希
望
す
る
家
庭
が
存
在

０
歳

１
歳

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

（
２
）
②
養
育
支
援
訪
問
事
業

1
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虐
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の
発
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予
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（
１
）
③
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
従
事
す
る
者
の
資
質
の
向
上

○
改

正
児

童
福

祉
法

で
は

、
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

、
児

童
福

祉
司

の
任

用
後

研
修

、
社

会
福

祉
主

事
を

児
童

福
祉

司
と

し
て

任
用

す
る

場
合

の
任

用

前
講

習
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
調

整
機

関
に

配
置

さ
れ

る
専

門
職

の
任

用
後

研
修

が
義

務
化

さ
れ

る
。

○
研

修
の

実
施

に
際

し
て

は
、

都
道

府
県

等
が

実
施

す
る

研
修

体
系

の
整

理
を

行
う

と
と

も
に

、
研

修
実

施
に

関
す

る
都

道
府

県
等

へ
の

補
助

の
充

実
、

子
ど

も
の

虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

等
の

研
修

実
施

機
関

に
お

け
る

研
修

体
制

の
強

化
を

図
る

。

義
務
研
修
の
内
容

平
成
2
9
年
度
に
お
け
る
対
応

都 道 府 県 等 市 町 村

2
.児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

児
童

福
祉

司
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
実

施
機

関

①
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

・
子

ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

【
現

行
】

定
員

8
0
名

で
年

１
回

開
催

○
子

ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

・
定

員
8
0
名

で
年

２
回

開
催

（
計

1
6
0
名

）
【

拡
充

】

○
国

が
選

定
し

た
研

修
実

施
機

関
・

選
定

、
実

施
方

法
等

に
つ

い
て

今
後

検
討

【
新

規
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市 ○

全
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
で

実
施

○
実

施
率

の
引

上
げ

（
例

：
児

童
福

祉
司

任
用

資
格

取
得

の
た

め
の

研
修

）
・

6
5
％

→
１

０
０

％

○
新

た
な

研
修

事
業

の
創

設

②
児

童
福

祉
司

の
任

用
後

研
修

③
社

会
福

祉
主

事
を

児
童

福
祉

司
と

し
て

任
用

す
る

場
合

の
任

用
前

講
習

④
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

調
整

機
関

に
配

置
さ

れ
る

専
門

職
の

任
用

後
研

修

子
ど

も
の

虹
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー

②
児

童
福

祉
司

の
任

用
後

研
修

○
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
②

➂
④

研
修

の
講

師
や

企
画

担
当

者
を

対
象

と
す

る
研

修
【

新
規

】

○
研

修
内

容
・

講
義

で
触

れ
る

べ
き

重
要

項
目

、
演

習
方

法
の

紹
介

、
研

修
企

画
の

方
法

な
ど

で
構

成
す

る
予

定

①
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

③
社

会
福

祉
主

事
を

児
童

福
祉

司
と

し
て

任
用

す
る

場
合

の
任

用
前

講
習

④
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
の

調
整

機
関

に
配

置
さ

れ
る

専
門

職
の

任
用

後
研

修
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事
業
名

概
要

H
2
8
’
予
算

H
2
6
’

実
施
箇
所

➀
協
力
体
制
整
備
事
業

地
域
で
活
動
す
る
主
任
児
童
委
員
、
保
育
所
職
員
、
児
童
養
護
施
設
職
員
等
に
対
し
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
専

門
研
修
を
実
施
す
る
。

3
4
,5
4
9
千
円

6
2
県
市

➁
専
門
性
強
化
事
業

・
地
域
に
お
け
る
児
童
虐
待
問
題
等
に
関
連
の
深
い
医
師
、
保
健
師
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
な
ど
専
門
家
の
養
成

な
ど
、
実
践
的
研
修
を
実
施
す
る
。

・
児
童
相
談
所
、
市
町
村
職
員
等
に
対
す
る
専
門
研
修

3
5
,0
6
4
千
円

1
7
4
県
市

③
児
童
福
祉
司
任
用
資
格

取
得
の
た
め
の
研
修

児
童
福
祉
司
に
任
用
す
る
た
め
の
、
保
健
師
や
保
育
士
に
対
す
る
講
習
会
を
実
施
す
る
。

1
1
1
,5
9
7
千
円

4
2
県
市

④
未
成
年
後
見
人
制
度
研
修

新
た
に
未
成
年
後
見
人
の
対
象
と
な
る
法
人
等
に
対
し
、
未
成
年
後
見
人
制
度
の
研
修
を
実
施
す
る
。

3
,3
7
8
千
円

0
県

合
計

1
8
4
,5
8
8千
円

（
平

成
２

８
年

度
）

児
童

虐
待

防
止

対
策

研
修

事
業

○
研
修

メ
ニ
ュ

ー
の

組
み

替
え

の
内

容

事
業
名

概
要

H
2
9
’
予
算

案
１
都
道
府
県
市

当
た
り
単
価
案

備
考

➀
児
童
福
祉
司
任
用
前
講

習
会

保
健
師
や
社
会
福
祉
主
事
な
ど
が
、
児
童
福
祉
司
に
任
用
さ
れ
る
た
め
に
必
ず
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

講
習
会
を
実
施
す
る
。

7
0
,3
1
1
千
円

2
,0
3
8
千
円

2
8
年
度
の

③
を
拡
充

➁
児
童
福
祉
司
任
用
後
研

修
全
て
の
児
童
福
祉
司
が
任
用
後
に
必
ず
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
修
を
実
施
す
る
。

7
3
,5
5
4
千
円

2
,1
3
2
千
円

創
設

③
要
保
護
児
童
対
策
調
整

機
関
担
当
者
研
修

全
て
の
要
対
協
の
調
整
機
関
の
職
員
が
任
用
後
に
必
ず
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
研
修
を
実
施
す
る
。

4
6
,8
6
7
千
円

1
,3
9
9
千
円

創
設

④
虐
待
対
応
関
係
機
関
専

門
性
強
化
事
業

地
域
で
活
動
す
る
主
任
児
童
委
員
、
保
育
所
職
員
、
児
童
養
護
施
設
等
職
員
に
対
し
、
児
童
虐
待
に
関
す

る
専
門
的
な
研
修
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
新
た
に
未
成
年
後
見
人
の
対
象
と
な
る
法
人
等
に
対
し
、
未
成
年
後
見
人
制
度
の
研
修
を
実
施
す
る
。
2
4
,1
5
8
千
円

6
1
2
千
円

2
8
年
度
の

➀
＋
④

⑤
児
童
相
談
所
等
職
員
専

門
性
強
化
事
業

児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司
、
児
童
心
理
司
等
及
び
市
町
村
職
員
に
対
す
る
ス
キ
ル
向
上
の
た
め
の
研

修
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
多
職
種
に
よ
る
合
同
研
修
を
実
施
す
る
。

5
3
,3
3
1
千
円

6
1
3
千
円

2
8
年
度
の

➁
を
拡
充

⑥
医
療
機
関
従
事
者
研
修

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・早
期
対
応
を
図
る
た
め
､医
療
機
関
従
事
者
に
対
し
､児
童
虐
待
に
関
す
る
研
修

を
実
施
す
る
。

3
6
,9
9
0
千
円

5
4
0
千
円

医
療
的
機
能
強

化
事
業
か
ら
継

続

合
計

3
0
5
,2
1
1千
円

（
平

成
２

９
年

度
）

児
童

虐
待

防
止

対
策

研
修

事
業

事
業

再
編
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・
児

童
虐

待
相

談
対

応
件

数
の

増
加

が
続

く
と

と
も

に
、

複
雑

・
困

難
な

ケ
ー

ス
も

増
加

・
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
へ

の
き

め
細

か
な

対
応

が
必

要

現
状
・
課
題

・
政

令
で

定
め

る
特

別
区

（
希

望
す

る
特

別
区

の
要

請
に

応
じ

て
指

定
）

は
、

政
令

に
よ

る
指

定
を

受
け

て
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
も

の
と

す
る

【
2
9
年

4
月

施
行

】

・
政

府
は

、
施

行
後

５
年

を
目

途
と

し
て

、
中

核
市

・
特

別
区

が
児

童
相

談
所

を
設

置
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

支
援

を
実

施
す

る

改
正
法
に
よ
る
対
応

〈
イ
メ
ー
ジ
図
〉

○
児

童
相

談
所

設
置

に
必

要
な

補
助

を
創

設

予
算
措
置
に
よ
る
対
応

・
児

童
相

談
所

の
設

置
に

伴
い

増
加

す
る

業
務

（
事

務
手

続
、

関
係

機
関

と
の

調
整

、
地

域
住

民
へ

の
周

知
・

説
明

等
）

に
対

応
す

る
た

め
、

市
区

に
補

助
職

員
（

非
常

勤
）

の
配

置
に

要
す

る
補

助
を

創
設

・
児

童
相

談
所

の
設

置
を

検
討

す
る

市
区

の
職

員
が

、
児

童
相

談
所

に
赴

き
、

実
務

を
通

じ
て

児
童

相
談

所
の

業
務

を
学

ぶ
間

、
当

該
市

区
に

代
替

職
員

を
置

く
た

め
の

補
助

を
創

設

①
家

庭
や

子
ど

も
に

対
す

る
相

談
、

指
導

、
②

要
保

護
児

童
の

保
護

措
置

、
③

里
親

認
定

・
支

援
と

い
っ

た
業

務
を

一
貫

し
て

遂
行

で
き

る
よ

う
、

児
童

相
談

所
設

置
を

促
進

【
市
区
】

児
童

相
談

所
の

設
置

に
当

た
っ

て
は

、
新

た
に

、
・

要
保

護
児

童
の

保
護

措
置

・
里

親
の

認
定

・
支

援
・

児
童

及
び

家
庭

の
調

査
・

判
定

等
に

つ
い

て
の

見
識

が
必

要
と

な
る

児
童
相
談
所
に
赴
き
、
実
務
を
通
じ

て
児
童
相
談
所
の
業
務
を
学
ぶ
間
の

代
替
職
員
を
補
助

【
児
童
相
談
所
】

・
要

保
護

児
童

の
保

護
措

置
・

里
親

の
認

定
・

支
援

・
児

童
及

び
家

庭
の

調
査

・
判

定
等

児
童
相
談
所
に

赴
き
、
実
務
研
修

市
区

の
職

員
を

受
け

入
れ

、
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
に

当
た

り
必

要
と

な
る

知
識

等
に

つ
い

て
、

実
務

を
通

じ
て

助
言

、
指

導

【
市

区
職

員
】

【
代

替
職

員
】

【
補

助
職

員
】

児
童
相
談
所
の
設

置
に
伴
い
増
加
す

る
業
務
に
対
応
す

る
た
め
、
補
助
職

員
を
配
置

（
１
）
④
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進

2
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虐
待
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迅
速
・
的
確
な
対
応

ITUVL
テキストボックス
158



（
１
）
⑥
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
８
９
」
の
改
善

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
住
所
を
聞
き
取
り
、
最
寄
り
の
児
童
相
談
所
へ
電
話
を
つ
な
げ
る

ు ญ ৼ  ਚ

市
内

局
番

か
ら

自
動

的
に

最
寄

り
の

児
童

相
談

所
を

特
定

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
方
式
（
現
在
の
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
仕
組
み
を
活
用
し
つ
つ
、
携
帯
電
話
等
か
ら
の
入
電
の
み
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
化
）

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー

固
定

電
話

児
相

に
つ

な
が

る
ま

で
「

3
0
秒

～
１

分
5
0
秒

（
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

）
」

（
現

在
）

⇒
３

０
秒

程
度

児
相

に
つ

な
が

る
ま

で
「

1
5
秒

～
2
8
秒

（
音

声
ガ

イ
ダ

ン
ス

）
」

⇒
（

変
更

な
し

）

携
帯

電
話

等

 ਦ 

全
入
電
数

（
６
月
）
の

4
0
.3
%

全
入
電
数

（
６
月
）
の

5
9
.7
%

※
仮
に
全
て
を
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
化
し
た
場
合
、
「
固
定
電
話
」
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談
所
へ
つ
な
が
る
ま
で
の
時
間
が
、
現
在
よ
り
も
長
く
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

変
更

な
し

3
0
秒

程
度

☞
改
修
期
間
：
５
ヶ
月
程
度

2
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